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◎ 用語の凡例 

法   ・・・消防法(昭和23年法律第186号) 

危政令 ・・・危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号) 

危省令 ・・・危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) 

危告示 ・・・危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 

(昭和49年自治省告示第99号) 

危告不 ・・・製造所等の不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目を定める告示  

(平成23年総務省告示第557号) 

危告ハ ・・・製造所等のハロゲン化物消火設備の技術上の基準の細目を定める告示 

(平成23年総務省告示第558号) 

危告泡 ・・・製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示 

(平成23年総務省告示第559号) 

施行令 ・・・消防法施行令(昭和36年政令第37号) 

施行規則・・・消防法施行規則(昭和36年自治省令第６号) 

建基法 ・・・建築基準法(昭和25年法律第201号) 

建基令 ・・・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) 

ＪＩＳ ・・・日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第１項の日本産業規格をいう。) 

製造所等・・・法第10条第１項に規定する製造所,貯蔵所又は取扱所をいう。 

障壁  ・・・危政令第10条第３項第４号の「厚さ70ミリメートル以上の鉄筋コンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する 

構造」の壁をいう。

 

 

◎ 参考とした運用通知の凡例 

 

 

(例) 

(S34 国消予 17)  

  

Ｓ：昭和 

Ｈ：平成 

Ｒ：令和 

ローマ字に続く算用数字は通知が発行された年を示す。 

文章に付された番号を略したもの。 

文章に付された記号を略したもの。 

（例） 

国消予：国消甲予発 

自消予：自消丙予発 

予：消防予 

危：消防危 

特：消防特 


